
・業務委託費

・手数料

利用目標

300人

100人

400人

利用実績

238人

21人

259人

対前年比（％）

111.7%

87.5%

109.3%

79.3%

対目標比（％）

21.0%

64.8%

338,082

・業務委託費

・租税公課費

147,000

1,000

（特記事項）

事業収支
（単位：円）

損益 0 91,918

計 430,000 計

項目

計 430,000

指定管理料

市の収支

令和７年度決算年度計画額 収支実績額

指定管理料

・手数料 54,930

・消耗品費 51,000

430,000

・修繕費

収入
(歳入)

指定管理料

項目 金額

・水道光熱費

令和６年度決算

金額 項目 金額

計 0

12,078

指定管理者収支（令和７年度）

【内訳】 【内訳】

項目 金額

430,000 指定管理料

支出
(歳出)

430,000

計 430,000 計

・消耗品費 36,440

・燃料費

施設の使用許可、施設・設備の維持管理

　利用料金制の導入 　なし　　委託料方式

　施設の利用状況

利用区分等

ゲートボールコート

（特記事項）

189,908

0

430,000事業費

計430,000

・水道光熱費

事業費

差引 -430,000

令和７年度　指定管理者モニタリング結果及び評価表 

１　施設の概要

　施設名称 松本市奈川屋内スポーツ施設
所管課
外線番号

西部福祉課
0263-92-3002

　所在地 松本市奈川1575番地4 設置年月 平成11年4月

　施設設置目的 高齢者の生きがいと健康づくりの推進及び世代間の交流促進を図る。

　施設概要・設備 延床面積　985.5㎡　ゲートボールコート2面、テニスコート1面、休憩室、器具庫、トイレ

　指定管理者名（選定方式） 社会福祉法人　松本市社会福祉協議会（特命）

　指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日（５年間）

合計

施設利用（その他）

　指定管理者の
　主な業務

差引 -430,000

8,316

430,000

156,000

計 430,000

36,410

5,000

24,000 ・燃料費

46,000 ・修繕費



２　市（所管課）による評価

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

経費削減・業務効率化

事業報告及び決算

管
理
能
力

施
設
の
運
営

経済性

働き方改革の推進

安全管理

職員研修・人材育成

管
理
基
準
対
応

市民の平等利用

職員の労働条件

個人情報保護

情報公開

危機管理対策

業務内容

地域との連携

利用促進

苦情・要望等への対応

障がい者等への配慮

環境への配慮

組織・体制

経理及び
事務処理等

利用者サービス向上

セルフモニタリング

B

B

A

B

B

B

地区高齢者クラブと連携している。

利用者に声を掛け、新しくモルックでの利用を開始し、Ｒ８年度は定期的にモルックでの利用が決まる等利用促進に努めている。

B

B

B

3

4

B

65.4

財務モニタリングの分析結果、損失は見受けられるが、改善を図り、令和７年度は前年度より損失も減少し経営の安定性を欠く点はない。

指定管理法人の地区センターが波田支所内にありサポートされている、またデーサービスとの連携がされておりサポート・バックアップする体制が強化されている。

光熱水費は削減に努めており、常に業務効率化を図り管理を行っている。

支出総額は計画を下回り、前年度より利用者は増加した。

毎月の報告から適切にセルフモニタリングが行われている。

節電を常に心掛け、省エネ対策に取り組んでいる。

評価の根拠

利用者の声を聴き、改善に努めており、利用者アンケートから出された要望にも対応している。

高齢者の利用が多い中、親切丁寧に対応している。

利用者アンケートから出された要望に対応している。

Ａ

　　　　　　　　　　　評　　　価　　　の　　　基　　　準

Ｂ

Ｃ

小計

（１．０）

（０．７）

（０．５）

　指定管理者の事業計画書(提案書）の内容に基づいて、その水準が達成されているかを市が点検・評価するものです。

　評価の手段は、実績報告書（毎月）及び事業報告書（年度終了時）の点検並びに立入検査（随時）等によるものです。

Ｄ

B

評価

B

適切な配置となっている。

指定管理法人の他の事業所と同様に休暇取得の促進や時間外労働削減の取り組みを積極的に進めている。

指定管理法人全体の研修計画に基づき、適切に実施されている。

設置目的、管理運営業務を的確に理解し、管理されている。

協定書どおりに適切に行われている。

人員配置、勤務時間に問題がなく、適切である。

市の担当課や利用団体と連携し、責任を持って事業に取り組んでいる。

大項目

管理運営

団体の概要
B

B

B

3

中項目

団体の経営状況は良好であり、経営の安定性を欠く点はないか

実施報告書及び事業報告も適正に作成されており、問題ない。

各種マニュアル及び研修・訓練により職員の教育が行われている。

職員が業務について的確に把握し、適切に管理運営を行っている。

高齢者を中心とした健康づくりの場として事業運営を行っている。

当該施設管理運営をサポート・バックアップする体制はあるか

業務報告や事業報告を適切に作成し、期限までに報告されているか

2

2

B4

事業計画に基き、事業運営を行っている。

社会福祉法人の会計基準に準拠した会計経理事務が適切に行われている。

B職員研修計画や業務指導に関し、適切に実施されているか

働き方改革に積極的に取り組んでいるか

B

B

B

A

B

職員体制や配置人員は適切であるか

3 B

事故防止等の安全対策は明確で、職員の教育・訓練は実施されているか

管理区域、業務範囲について的確に把握し、適切に管理運営を行っているか

2

会計処理の基準等に基づき、適正に事務処理が行われているか

施設の設置目的を把握し、施設の効用を最大限に発揮する事業運営を行っているか

現場責任者、有資格者の配置、指揮系統や責任権限は適切であるか

業務の第三者委託の範囲、委託先は適切に実施されているか

B

2

配点

4

市が示す設置目的及び施設運営方針を理解し、仕様書に示した業務を適切に行っているか

市や関係団体等と緊密に連携し、責任を持って事業に取り組んでいるか

合理的な理由なく利用者を制限や優遇するなど、市民の平等な利用を妨げていないか

労働関係法令等を遵守し、業務従事者の正当な労働条件を確保しているか 2

2

2

2

4

利用者アンケート等を適切に実施し、苦情や要望、意見等に適切に対応しているか

セルフモニタリングが適切に行われているか

2

2

5

3

施設運営における環境負荷の低減に向けた具体的な目標を定め、認定取得等、その達成に向けた取組みが講じられているか

2

3

5経費節減や業務効率化に取り組んでいるか

支出総額は事業計画書の範囲内か、又事業計画とおり収入が確保できたか（又は、利用者を確保できたか）

年間の事業量が適切に実行されているか

3

5

3

5

4

3

地域の住民や団体等との連携に積極的に取り組んでいるか

利用者の利便性や満足度を高めるため、具体的な方策を講じているか

障がい者、子ども、高齢者等の利用に配慮した管理がなされているか

施設の利用率の向上に努めているか

（０．０）

高いレベルで実施されており、高く評価できる。

事業計画書（提案書）どおり適切に実施されており、問題は見られない。

事業計画書（提案書）どおり概ね実施されていたが、一部に不適切な部分が確認され、改善に向け対応中または対応済みである。

不適切な部分が確認されたので、改善を指示したが、未対応または改善の見込みがなく、指定管理者の取り消しを含め検討する必要がある。

2 決算総括表、事業報告、事業計画等について、ホームページで公開し、積極的な情報公開が行われている。

個人情報保護法に基づいた対策がされており、問題は見られない。

災害時の防災体制、避難確保計画が作成されており、緊急時の対応ができる体制を整えている。

労働条件調査票によりモニタリングした結果、適正な労働条件は確保した上で、時間外労働削減や休暇取得促進の取り組みをしている。

特定の人が優遇されることなく、平等に対応ができている。

リスク対応について協定書で定め、リスク発生時に備えた内容となっている。

B

A

B

B

B

B

災害時や緊急時等に適切な対応がとれる体制となっているか

個人情報等や業務上知り得た秘密の保護について、書類・電子データ等のセキュリティ対策を講じているか

指定管理者の責に帰すべき事由による損害賠償等のリスクに対応しているか

情報公開や監査請求を理解し、適切な対応を行っているか

評　価　項　目

2



３　利用者による評価

４　指定管理者による自己評価

５　市(所管課）による総合評価

「要改善」
※「不可」

評価

合計点数

72.4

適　正

配点

B

「適正」

7

10

※「不可」の場合は、指定管理者の取消処分を含め、早急な改善対応の検討が必要

             総　合　評　価　　（４段階評価）　の　基　準

45点未満

点数

判　断　の　基　準
75点以上

改善すべき点が多く、標準に達しないと判断する。

45点以上60点未満

判断結果

【総合的な評価】
　・地区高齢者クラブと連携し、高齢者を中心とした健康づくりの場として事業運営を行っている。
　・施設利用者も前年に比べて若干増えている。
　・定期的な施設利用があり、新たな競技としてモルックを実施。次年度以降の利用も決まり、利用
　促進に努めている。
　・冬期間の利用や高齢者クラブ以外の更なる利用促進について、地域や市と協力して検討していた
　だきたい。

Ｄ （０．２）

60点以上75点未満
「良好」

Ｃ アンケート調査結果及びセルフモニタリングの内容等、標準を満たしているが、今後改善を必要とするところがある。

アンケート調査結果、セルフモニタリングの内容等を含め、総合的観点から高く評価できる。

利用者からの意見
要望・苦情等

・月２回（第２・４水曜日）高齢者クラブによるペタンクの練習が行われ、高齢者の交
流及び体力づくりの場として、必要な施設となっている。
・花いっぱい事業の会場として利用されている。
・冬期間の利用を促したが、利用はなかった。
・特に苦情は受け付けていない。

・安心、安全に利用できるよう、設備の点検、整備に努めていきたい。
・高齢者クラブが利用する日とは別日にモルックをやるようにして、利用率を上げた
い。
・広いスペースを利用した活用方法がないか検討していきたい。

要望・苦情への
対応状況

令和７年度の
自己評価

今後の目標

別紙のとおり

アンケート調査結果、セルフモニタリングの内容等も含め、総合的観点から標準を満たしていると評価できる。

（０．５）

（０．７）

（１．０）Ａ

Ｂ

（協定書で指定管理者に実施を義務付けている利用者アンケートの内容）

令和８年１月１０日から１月３１日まで

施設利用者

アンケート用紙への回答（１０名）

別紙のとおり
調査結果

利用者アンケート

実施時期

調査対象

調査方法



３　利用者による評価

調査結果

・個人または団体か　　　　　　　　個人　　　　０名　　団体　　　　１０名

・毎月の使用回数　　　　　　　　　１回　　　　０名　　２～５回　　１０名
　　　　　　　　　　　　　　　　　６回以上　　０名　　年１回　　　　０名
　
・施設又は付属する設備について　　満足　　　　４名　　ふつう　　　　６名
　　　　　　　　　　　　　　　　　不満　　　　０名
　
・清掃状況について　　　　　　　　良い　　　１０名　　ふつう　　　　０名
　　　　　　　　　　　　　　　　　よくない　　０名
　
・使用料について　　　　　　　　　減免　　　１０名
　
・使用中に危険な場所の有無　　　　なし　　　１０名　　ある　　　　　０名
　
・職員の対応について　　　　　　　良い　　　１０名　　ふつう　　　　０名

利用者からの意見
要望・苦情等

特になし

【別紙】

利用者アンケート
実施時期 令和８年１月１０日から１月３１日まで
調査対象 施設利用者
調査方法 アンケート用紙への回答（１０名）


